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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年7月3日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、関係

情報を新たな情報により訂正し、また記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、

本訂正届出書を提出するものです。

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(５)【申込手数料】

＜訂正前＞

取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）（５％）が含まれます。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜訂正後＞

取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）（５％）が含まれます。ま

た、平成26年4月1日以降は、消費税率が８％となります。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(３)【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

＜訂正前＞

＜後略＞
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＜訂正後＞

＜後略＞

③　委託会社の概況

＜訂正前＞

ａ．資本金（平成25年4月末日現在）

３億７千万円

＜中略＞

ｃ．大株主の状況（平成25年4月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率
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（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス

東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 7,400株 100%

＜訂正後＞

ａ．資本金（平成25年10月末日現在）

３億７千万円

＜中略＞

ｃ．大株主の状況（平成25年10月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 7,400株 100%

２【投資方針】

(１)【投資方針】

＜訂正前＞

＜前略＞

③　この信託を終了することとなった場合は、上記1号および2号のような運用ができない場合があり

ます。

＜後略＞

＜訂正後＞

＜前略＞

③　この信託を終了することとなった場合は、上記①および②のような運用ができない場合がありま

す。

＜後略＞

(３)【運用体制】

＜訂正前＞

＜前略＞

ファンド運用に関する社内規程等として、投資政策委員会規程、投資判断者服務規程、信用取引に係る

社内規則、債券の貸借取引等に係る業務規則、資金の借入れに係る業務規則、コールローンの取り手選

定に係る規則、外国為替予約に係る業務規則、有価証券先物取引等取扱規則、株式の貸付に係る社内規

則及び売買執行に関する基準（株式及び債券）等を設けて遵守すべき基本的な事項を定めています。

ファンドの運用体制、規程等は平成25年4月末日現在のものであり、今後変更する場合があります。

＜訂正後＞

＜前略＞

ファンド運用に関する社内規程等として、投資政策委員会規程、投資判断者服務規程、信用取引に係る

社内規則、債券の貸借取引等に係る業務規則、資金の借入れに係る業務規則、コールローンの取り手選

定に係る規則、外国為替予約に係る業務規則、有価証券先物取引等取扱規則、株式の貸付に係る社内規

則及び売買執行に関する基準（株式及び債券）、取引執行に関する基準（店頭デリバティブ取引）等を

設けて遵守すべき基本的な事項を定めています。
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ファンドの運用体制、規程等は平成25年10月末日現在のものであり、今後変更する場合があります。

３【投資リスク】

（２）その他の留意点

①　対象指標について

＜訂正前＞

ａ．対象指標は、原指標であるＴＯＰＩＸの前日比変動率（％）に対して一定の倍数、すなわち２

倍、を乗じた変動率となるように計算された指標です。

＜後略＞

＜訂正後＞

ａ．対象指標は、原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）に対して一定の倍

数、すなわち２倍、を乗じた変動率となるように計算された指標です。

＜後略＞

４【手数料等及び税金】

(３)【信託報酬等】

＜訂正前＞

＜前略＞

信託財産の純資産総額に年10,000分の78.75（消費税込）以内の率を乗じて得た額

配　　分

委託会社 年率 0.735％（税抜 0.70％）

受託会社 年率 0.0525％（税抜 0.05％）

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了日のとき信託

財産中から支弁するものとします。

＜訂正後＞

＜前略＞

信託財産の純資産総額に年10,000分の78.75（消費税込）以内の率
※
を乗じて得た額

配分（税抜）

委託会社 年率 0.70％

受託会社 年率 0.05％

※消費税率が８％になった場合は、年0.81％となります。

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了日のとき信託

財産中から支弁するものとします。

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

＜前略＞

※受益権の上場に係る費用

・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加信託総額（毎年の

12月末日現在の純資産総額を基準とし、新規上場日現在の純資産総額および新規上場した年から

前年までの各年の12月末日現在の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、

0.007875％（税抜0.0075％）。
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・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、0.007875％（税抜0.0075％）およびTDnet利用料。

＜訂正後＞

＜前略＞

※受益権の上場に係る費用

・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加信託総額（毎年の

12月末日現在の純資産総額を基準とし、新規上場日現在の純資産総額および新規上場した年から

前年までの各年の12月末日現在の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、

0.007875％
＊
（税抜0.0075％）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、0.007875％
＊
（税抜0.0075％）およびTDnet利用

料。

　　　＊ 消費税率が８％になった場合は、年0.0081％となります。

(５)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

＜個人受益者の場合＞

＜前略＞

③　解約金の受取り時

解約時および償還時の差益（譲渡益）は譲渡所得として、差益（譲渡益）に対して課税（下記の表

を参照）されます。（申告分離課税の対象となり、確定申告が必要。）なお、「源泉徴収あり」の

特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年

12月31日までは、１年間の解約時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等に対して

軽減税率が適用されます。また、平成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年12月31日まで
10.147％

（所得税７％　復興特別所得税0.147％　地方税３%）

平成26年１月１日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税５%）

平成50年１月１日以降
20％

（所得税15％　地方税５%）

※解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。ま

た、解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能で

す。

＜法人受益者の場合＞

＜後略＞

＜訂正後＞

＜個人受益者の場合＞

＜前略＞

③　解約金の受取り時

解約時および償還時の差益（譲渡益）は譲渡所得として、差益（譲渡益）に対して課税（下記の表

を参照）されます。（申告分離課税の対象となり、確定申告が必要。）なお、「源泉徴収あり」の

特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年
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12月31日までは、１年間の解約時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等に対して

軽減税率が適用されます。また、平成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年12月31日まで
10.147％

（所得税７％　復興特別所得税0.147％　地方税３%）

平成26年１月１日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税５%）

平成50年１月１日以降
20％

（所得税15％　地方税５%）

※解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。ま

た、解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能で

す。

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場

合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が5年間

非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれ

るのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象

となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売

会社にお問い合わせください。

＜法人受益者の場合＞

＜後略＞
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５【運用状況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しておりま

す。

＜更新・訂正後＞

以下は平成25年10月末日現在の運用状況であります。

(１)【投資状況】

種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券 日本 20,498,307,200 59.31

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 14,060,607,370 40.69

合計（純資産総額） 34,558,914,570 100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 日本 65,936,515,000 190.79

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（注2）株価指数先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。

(２)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

②【投資不動産物件】

該当なし

③【その他投資資産の主要なもの】

種類 国名 資産名 売買
数量

（枚）

帳簿価額

（円）

時価

（円）

投資比率

（％）

株価指数

先物取引
日本

TOPIX先物取引

2013年12月限
買建 5,497 64,925,669,816 65,936,515,000 190.79
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(３)【運用実績】

①【純資産の推移】

計算期間・月末 純資産総額（円）
1口当たりの

純資産総額（円）

第１期 （平成25年4月3日）
分配付：

分配落：

15,057,109,723

15,057,109,723

分配付：

分配落：

14,619

14,619

平成24 年 10月末日 5,029,693,260 7,859

平成24 年 11月末日 4,352,121,602 8,704

平成24 年 12月末日 3,810,204,532 10,584

平成25 年 1月末日 5,734,835,519 12,467

平成25 年 2月末日 9,318,809,575 13,313

平成25 年 3月末日 15,840,562,806 15,379

平成25 年 4月末日 20,636,224,820 19,286

平成25 年 5月末日 29,564,343,842 17,918

平成25 年 6月末日 36,638,359,756 17,530

平成25 年 7月末日 26,737,275,577 17,250

平成25 年 8月末日 34,367,558,219 16,444

平成25 年 9月末日 29,817,507,621 19,489

平成25 年 10月末日 34,558,914,570 19,525

②【分配の推移】

　該当なし

③【収益率の推移】

計算期間 収益率

第1期

（自　平成24年4月 3日

至　平成25年4月 3日）

46.2％

第2期中間

（自　平成25年 4月 4日

至　平成25年10月 3日）

28.0％

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控

除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(４)【設定及び解約の実績】

期 設定口数 解約口数 発行済み口数

第１期 2,130,000 1,100,000 1,030,000

第2期中間 2,960,000 2,480,000 1,510,000

(注１)第１期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注２)上記数字はすべて本邦内における設定および解約の実績です。
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（参考情報）運用実績（2013年10月31日現在）
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第３【ファンドの経理状況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　１ 財務諸表」の末尾に、以下の「中間

財務諸表」が追加されます。

＜追加＞

１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成25年4月4日か

ら平成25年10月3日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けておりま

す。
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【中間財務諸表】
TOPIXブル２倍上場投信

(１)【中間貸借対照表】

（単位：円）

当中間計算期間末

平成25年10月３日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 10,121,958,283

国債証券 17,899,143,500

未収利息 13,588

差入委託証拠金 2,395,854,000

流動資産合計 30,416,969,371

資産合計 30,416,969,371

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 480,296,573

未払金 2,697,097

未払解約金 1,552,480,000

未払受託者報酬 7,638,591

未払委託者報酬 106,940,214

その他未払費用 16,801,654

流動負債合計 2,166,854,129

負債合計 2,166,854,129

純資産の部

元本等

元本 15,100,000,000

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 13,150,115,242

（分配準備積立金） －

元本等合計 28,250,115,242

純資産合計 28,250,115,242

負債純資産合計 30,416,969,371
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

当中間計算期間

自 平成25年４月４日

至 平成25年10月３日

営業収益

受取利息 2,820,141

有価証券売買等損益 6,898,100

派生商品取引等損益 6,699,527,737

営業収益合計 6,709,245,978

営業費用

受託者報酬 7,638,591

委託者報酬 106,940,214

その他費用 16,801,654

営業費用合計 131,380,459

営業利益 6,577,865,519

経常利益 6,577,865,519

中間純利益 6,577,865,519

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 －

期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,757,109,723

剰余金増加額又は欠損金減少額 23,596,800,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
23,596,800,000

剰余金減少額又は欠損金増加額 21,781,660,000

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
21,781,660,000

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 13,150,115,242
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(３)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評

価方法

国債証券

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融

商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）又は価格情報

会社の提供する価額等で評価しております。

2. デリバティブ取引等の評価

基準及び評価方法

（1）株価指数先物取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
第1期

（平成25年4月3日現在）
当中間計算期間末

（平成25年10月3日現在）

※1　信託財産に係る期

首元本額、期中追

加設定元本額及び

期中解約元本額

期首元本額 1,300,000,000円 期首元本額 10,300,000,000円

期中追加設定元本額 20,000,000,000円 期中追加設定元本額 29,600,000,000円

期中解約元本額 11,000,000,000円 期中解約元本額 24,800,000,000円

※2　計算期間末日にお

ける受益権の総数
　1,030,000口 　1,510,000口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間
（自　平成24年 4月4日
至　平成24年10月3日）

当中間計算期間
（自　平成25年 4月4日
至　平成25年10月3日）

※１.その他費用の内訳

主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用等でありま

す。

※１.その他費用の内訳

主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用等でありま

す。
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項　目
第1期

（平成25年4月3日現在）
当中間計算期間末

（平成25年10月3日現在）

1.貸借対照表計上額、時価及

びその差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

ているためその差額はありません。

　中間貸借対照表計上額は中間期末の時価

で計上しているためその差額はありませ

ん。

2.時価の算定方法 （1）有価証券

　　「注記表（重要な会計方針に係る事項

に関する注記）」に記載しております。

（2）デリバティブ取引

　　「注記表（デリバティブ取引等に関す

る注記）」に記載しております。

（3）上記以外の金融商品

　　上記以外の金融商品（コール・ローン

等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該金融商品

の帳簿価額を時価としております。

（1）有価証券

　　「中間注記表（重要な会計方針に係る

事項に関する注記）」に記載しておりま

す。

（2）デリバティブ取引

　　「中間注記表（デリバティブ取引等に

関係に関する注記）」に記載しておりま

す。

（3）上記以外の金融商品

同左

3.金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく

価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算出された価額が含まれております。

当該価額の算定においては一定の前提条件

等を採用しているため、異なる前提条件等

によった場合、当該価額が異なることもあ

ります。

同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株価指数先物取引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分 種　類

第1期（平成25年4月3日現在）

契　約　額　等
時　価 評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

買建 32,387,224,404 0 32,421,865,000 34,640,596

合　計 32,387,224,404 0 32,421,865,000 34,640,596

株価指数先物取引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
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区分 種　類

当中間計算期間末（平成25年10月3日現在）

契　約　額　等
時　価 評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

買建 56,983,071,573 0 56,502,775,000 △480,296,573

合　計 56,983,071,573 0 56,502,775,000 △480,296,573

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評

価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則

に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報に関する注記）

第1期
（平成25年4月3日現在）

当中間計算期間末
（平成25年10月3日現在）

１口当たりの純資産額　　　14,619円 １口当たりの純資産額　　　18,709円
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２【ファンドの現況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しておりま

す。

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年10月31日現在

　　Ⅰ　資産総額 34,978,854,650円

　　Ⅱ　負債総額 419,940,080円

　　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,558,914,570円

　　Ⅳ　発行口数 1,770,000口

　　Ⅴ　1口当たりの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 19,525円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　１ 委託会社等の概況」を以下のとお

り更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

資本金の額等（平成25年10月末日現在）

資本金の額　　　　　　　 370百万円

発行する株式の総数　　　　12,000株

発行済株式総数　　　　　　 7,400株

過去５年間における主な資本の額の増減　：　該当事項はありません。

２【事業の内容及び営業の概況】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　２ 事業の内容及び営業の概況」を以

下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託

の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行

なっています。

平成25年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている証券投資信託の総ファンド数は60本であり、当

該ファンドの純資産総額の合計は240,725百万円です。

ファンドの種類 本数 純資産総額

追加型株式投資信託 40 197,441百万円

単位型株式投資信託 12 39,408百万円

単位型公社債投資信託 8 3,876百万円

合計 60 240,725百万円
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第２【その他の関係法人の概況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称　　　　　： 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額　　： 342,037百万円（平成25年9月末現在）

事業の内容　　： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する

法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託受託会社

名称　　　　　： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　： 51,000百万円（平成25年9月末現在）

事業の内容　　： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る

法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理

等）

を行ないます。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成25年9月末現在）
事業内容

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める

第一種金融商品取引業を

営んでいます。
シティグループ証券株式会社 96,307百万円 ※1

ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円 ※2

みずほ証券株式会社 125,167百万円 ※3

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社
40,500百万円

エービーエヌ・アムロ・クリアリング

証券株式会社
3,000百万円

野村證券株式会社 10,000百万円

ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025百万円

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券

株式会社
62,149百万円 ※1

ソシエテジェネラル証券会社

東京支店
31,703百万円 ※4

※１ 平成25年3月末現在

※２ 平成25年9月24日現在

※３ 平成25年3月末現在

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

20/23



※４ 平成24年7月末現在

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

当ファンドの受託者として信託財産の保管・管理を行ないます。なお、信託事務の一部につき、再信

託受託会社に委託することがあります。

（２）販売会社

当ファンドの受益権の募集の取扱い、交換に関する業務、買取に関する業務、信託終了時の交換など

に関する業務等を行ないます。

３【資本関係】

（１）受託会社

該当事項はありません。

（２）販売会社

該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成25年10月30日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

　　　　　　　あ　ら　た　監　査　法　人

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　和田　渉

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

22/23



当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理

状況」に掲げられているTOPIXブル2倍上場投信の平成25年４月４日から平成25年10月３日までの中間計算期間

の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査

を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠

して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため

に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監

査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立

案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務

諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、TOPIXブル2倍上場投信の平成25年10月３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中

間計算期間（平成25年４月４日から平成25年10月３日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。

利害関係

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、

公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)１． 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。

２． 中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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